
（令和元年6月21日現在）

＜水俣病＞

却下 取消し 棄却 計

1 148 39  2 104 106 145 3 

2 32 14 3 2 9 14 28 4 

3 538 309 4 7 165 176 485 53 

4 135 58 2 3 60(1) 65(1) 123(1) 12 

853 420 9 14 338(1) 361(1) 781(1) 72 

（注）上表括弧内は今回裁決分 （内数）

却下 取消し 棄却 計

87 19 1 14 44(1) 59(1) 78(1) 9

22 0 3(1) 1 15 19(1) 19(1) 3

14 2 0 3 7 10 12 2

19 4 1 0 12(1) 13(1) 17(1) 2

2 0 0 0 2 2 2 0

144 25 5(1) 18 80(2) 103(3) 128(3) 16

43 4 3 3 31 37 41 2

39 0 2 1 32(1) 35(1) 35(1) 4

16 1 2 11 13 14 2

7 0 1 0 4 5 5 2

1 0 0 0 1 1 1 0

106 5 6 6 79(1) 91(1) 96(1) 10

救済給付
調整金等 5 2 0 0 3 3 5 0

255 32 11(1) 24 162(3) 197(4) 229(4) 26

（注）上表括弧内は今回裁決分 （内数）

（参考）審査請求処理状況

原処分庁
審査請求件

数

処理済件数

未処理件数
取下げ

　　　裁　　決　　
計

新潟県

新潟市

熊本県

鹿児島県

合計

＜石綿関係疾病＞

申請
区分

指定疾病
審査請求件

数

処理済件数

未処理件数
取下げ

　　　裁　　決　　
計

認
定

中皮腫

気管支又は
肺の悪性新生物

石綿肺

びまん性胸膜肥厚

その他

小計

特別
遺族
弔慰
金 ・
特別
葬祭
料

中皮腫

気管支又は
肺の悪性新生物

石綿肺

びまん性胸膜肥厚

その他

小計

中皮腫

合計


